
平 成 ２０ 年 ５ 月 記 者 懇 談 会 

 
日時 平成２０年５月３０日（金） 

                                午前１０時３０分 

                             場所  政策会議室 

 
１ 市長あいさつ 

 
 
 
２ 市政記者クラブからの質問事項                 （幹事社 東愛知） 

  今回はありません 

 

 

 

３ 市からの発表事項 

（１）平成 20 年度新城市めざせ明日のまちづくり事業採択結果について    （企画課） 
 
（２）新城市訪問看護ステーションしんしろの開所式について    （へき地医療支援室） 
 
（３）作手村誌「資料編」発行について                （村誌編さん室） 

 
 

 

４ 市からの資料提供 

水道に関する環境学習の実施について                （水道課） 

 

 

 

５ 行事予定表 

 

 

 

 

 

※ ６月議会議事説明の臨時記者懇談会を６月６日（金）午後１時から政策会議室で開

催します。 



報 道継 圏禁弟督期

件名       平 成20年度 新城市めざせ明日のまちづくり事業採択結果

内容  「 平成20年度 新城市めざせ明日のまちづくり事業」採択結果

将新城地区

事業申講数:フ件(7団体)

事業採択数:7件(フ団体)

1   連 絡先:企画課 電話0536-23-フ 620

本鳳来地区

事業申請数:2件(2団体)

事業採択数:2件(2団体)

連絡先:鳳来総合支所地域振興課 電話OS36-32-OS13

キ作手地区

事業申詩数:4件(4団体)

事業採択数:3件(o甲体)

※ 事業申請の取下げが1件ありました。

連絡先:作手総合支所地域振興課 電話0536-3フ ー2259

(新城市)

提出日 20 年    5   月   30  日

rE当課・室・グルーブ名 企画課

担当者職・氏名 課長 熊谷昌紀

連絡先(電話)

連絡先(FAX)

連絡先(Eメール)

0536        23-7620

OSe6         23‐ 7296

町k a k u @ S t v  s h i n s h i 湖ュi 。
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平成20年度 新城市めざせ明日のまちづくり事業 採択決定一覧 【新城地区】

平成20年 度 新城市めさせ期日のまちづくり事業 解択決定一覧 【限来地区】

平成20年 度 新域市めざせ明日のまちづくり事業 採択決定一覧 【作手地区】

並
郭

事業の名称 団体名 代表者氏名

1 農村体験交流事業
愛知県農村生活アドバィサー協会
新残設奏支部新城分会 荻野紀子

2
第1回 長篠・設楽原決戦グラウンド・ゴルフ交歓
大会 新城市グラウンド・ゴルフ協会 中西松毒

3 あんどんによるまちづくり 笛の盆実行委員会 村瀬健次

4
「手をつなごう1子育ての輪」
～新城で素敵な手育てを=

つばさ共同保育園 柿野さと恵

5 出沢区内の景観・環境整備を考える会 出沢区 松下範文

6
明治維新後の半原藩の役割を明ら力Wこする事業
及び史跡看板設置

八名郷土史会 安形首司

7
く子育て支援事業>
乳幼児の文化を考える会(人形劇と絵本)

しんしろ子どもネットワーク
はじめの一歩  | 岡山嘉英

合計 フ件

No
く吾養日〕

事業の名称 団体名 代表者氏名

1 『花のある散歩道』 海老地区委員会 加藤雅雄

2
自然との共生、地域文化との相乗りによる潤いの
ある町づくり 長篠開発委員会 山口 巌

合計 2件

No
イ妻 暮 面 ヽ 事業の名称 団体名 代表者氏名

1 古宮川の蛍を守る啓発看板作り 亀山城址・古富川環境整備
クラブ 小林利秋

2
みんなでめざせッールド新城1
-新 城市民自転車スポーツ普及教室 練習会―

つくでMTB 鎌苅恒太

3 朗読劇を楽しもう 一ようこそ本の世界ヘー 朗読の会「本の業のページ」 寮藤純子

合計 3件



報道機関発表資料

件名       新 城市訪間看護ステーション しんしる の開所式について

新城市では、これまで新城市民病院で訪問看護を行つておりましたが、訪問看護ステーションで
ないため、利用できる方は主治医が新城市民病院の医師に限られていました。
そこで、誰もが利用できる訪問看護を目指して、フ月1日に「新城市訪問君護ステーション しんじ
る」を新城市民病院の4階 に開設することといたしました。
なお、その開所式を下記のとおり行いますのでご案内申し上げます。

1 ステーションの概要

(1)開 設者 新城市長 穂積発次

(2)管理者 菅谷美浪(看護師)

(3)開 設場所 新城市民病院内(4階)

(4)開 設時期 平成20年 フ月1日 (火)

(5)従事者 常勤看護師5人 、事務員1人

(6)利 用者 新城市内に住所を有する在宅患者

(7)実施区域 新城市内

(8)営 業日 月曜日から金曜日本で(ただし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までを除く。)
(9)営 業時間 午前3時30分力`ら午後5時15分まで

2開 所式

(1)日 時 平成20年 7月 1日 (火)年後1時から

(2)場 所 市民病院3階講義室

(3)主催者 市長、副市長、市民病院院長、副院長、健康医療部長
(4)来 賓 新城保健所長、正副議長、正副福祉病院委員長、正副区長会長、正副医師会長

歯科医師会長、薬剤師会長、社会福祉協議会長、正副老人クラブ会長、介護事業所
報道機関

(5)次 第
・市長あいさつ
・議長あいさつ
・事業概要説明(職員紹介)
・来費祝辞(新城保健所長、医師会長)
・センター見学(自由)

(新城市)

提出日 20 年   5  月   30  日

担当課 室ヽ グループ名 へき地医療支援室

担当者職・氏名 室長 夏目芳嗣

連絡先(電話)

連絡先(FAX)

連絡先(Eメール)

0536          23-7602

0536          22-2850

c h  k 卜i 市。@ 。ぉ s h  n s 駈o ヒ b



≪ 訪 間看護のご案内 ≫

新城帝諭闘看装ス〒―ション

新城市字北畑 32番 地 1

(新城市民病院内4階 )

TEL:0586-23-7880

F A X : 0 5 3 6 - 2 3 - 7 6 5 0

住み慣れたおうちで

療養できる安心を

お届けし

が



<訪 問看護のしくみ>

【介護保険法が他法に優先】

介護保険 対応

(介護保険) 利用者     (医 療保険)

要介譲認定

要支援 1

要支援 2

要介護 1

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

40歳以上65歳未満で

16特定疾痛の人 (別紙 1)

歳未満の医療保険力「入者

②40歳以上 65歳未満で 16特定

疾病 (別紙 1)の 非該当者

③要支援 ・要介護の非該当者

④要支援 ・要介護者のうち

●末期の悪性腫蕩等厚労省が定

める疾病 (別紙2)

●急性増悪の方

(2週 関を限度〉

居宅介護支援事業所

(ケアプラン作成)

地域包括支援センター

(介護予防クアプラン作成)

訪 間 看 護 ス テ ー シ ョ ン



【

<訪 間看護ナービス及び事務のフローチャー ト>

【 相 談・連携 】

田 車

訪間看護開始まで 】

訪問看護― 】

告書)

(随時サービス担当者

会議を開催)

2

その他の事業所

訪門看護ステーショシ

(主治医よリステーションヘ)

訪閑看護指示書交付

(利用者 ・家族と)

契約書 ・重要事項説明

個人情報保護規程など

看護内容確認

サー ビス担当者会議

訪問看護日,内容 回 数

など調整

噂



訪問看護事業概要説明書 |

新城市訪間看護ステーション し ん しろ

1 事 業の目的と運営の方針

(1)事 業の目的

病気やけがなどにより、家庭で療養を続ける状態にあり、主治医が訪問看護の必要を認めた介

護保険対象者、健康保険対象者及び、後期高齢者保健対象者に対し、看護節等が訪問し看護サー

ビスを提供します。この事業は、老人 障 害者 ・末期患者の心身の特性をふまえて、生活の質の

確保を重視し、健康管理、全体的な日常生活の維持、回復を図るとともに、在宅療養が継続でき

るように支援することを目的とします。

(2)運 営の方針

訪問若護サービス事業の実施にあたっては、主治医をはじめとする地域の医療機関や、居宅

介護支援事業者等、地域の保健 医 療 福 祉関連との連携を密にし、協力と理解のもとに安心じ

て広く活用していただけるよう、適切な運営を図ります。

2 事 業所の概要

名 称 新城市訪問看護ステーション し んしろ

所   在  地 新城市字北畑32番 地 1

事 業 所 番 号

営 業 時 間 月～金曜日 午 前 8時 3

上、日、祝日、年末年始

0分～午後5時 15分

(12/29～1/3)は休業国

管  理  者 菅谷 美浪

代 表 者 名 新城市長 穂積 亮次

職 員 体 制 常勤看護師 5名

電 話 番 号 0536-23-7880

実 施 地 域 新城市内

3 サ ービスの内容

(1)病 状 障 害 日 常生活の状態や療養環境のアセスメント

(2)清 潔の保持、食事および排泄等療養生活の支援

(3)編 店の予防 処 置

(4)日 常生活 社 会生活の自立を図るリハビリテーション

(5)タ ーミナル期の着護

(6)認 知症の看護

(7)療 費生活や介護方法の指導 ・相談

(8)カ テーテル等の管理

(9)そ の他医師の指示による必要な医療処置など

5



4 サ ービスの利用に関する事項

(1)サ ービスの開始

訪問看護の依頼をいただいた後、主治医の指方ヽのもとに訪間看護職負がお伺い致します。業務の

内容、訪間日、訪FH3時間などについてご相談のうえ契約を締結し、サービスの提供を開始します。

訪間看護職員は、主治医に対し毎月 「訪間看護計画書J「訪問看護報告書」を提出します。また、

サービスを提供するにあたっては、介護支援専F5員やその他の保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との編密な連携に努めます。

5 繁 急時における対応方法

サービス提供中に容態の急変などがあった場合には、速やかに主治医に連絡し、適切な対応を行な

います。また担当の居宅介護支援専門員への連携に努めます。

6 相 談 苦 情対応

サービスに関する相談や苦情については、次の窓日で対応いたします。

(1)新 城市訪問看護ステーション   責 任者   菅 谷 美 浪

電  話   0536-23-7880

(3)愛 知県国民健康保険団体連合会  電  話   052-971-4165

7 秘 密保持について

職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じます。

8 利 用料金

利用料金及び交通費の徴収に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に説明し同意を得ます。

(1)介 護保険法に規定する訪間看護又は介護予防訪間看護料、及びステーション規定の利用料

区  分 使用料の種類 位単 金  額

介護保険法に規定

する訪間看護又は

介護予防訪間看護

基本使用料

(1単 位は 10円 )

(自己負担額は 1割 )

20分 未満

30分 未満

30分 以上 1時間未満

1時踏以上 1時間30分 まで

早朝 夜 聞加算

深夜加算

茶急時(介護予防)訪間看護加算 (1月 )

特別管理加算 (1月 につき)

ターミナルクア加算

285単 位

425単 位

830単 位

1 198単 位

基本単位の 25%

基本単位の 50%

540単 位

250単 位

1, 200単 位

長時間利用加算料

(自己負担)

1回 の利用

時間が 1時

間 30分 を

超えた時間

30分 ごと

利用時間内 2 , 0 0 0 日

利用時間外(休業国及び

深夜を除く)

2‐ 500円

休業日(深夜を除く) 2  7 0 0 円

深夜 3  0 0 0 円



寮急時訪間着護加算料

(自己負担)

緊急時訪問着護加算契約を結んでいな

い者に対し、栄急時訪問着護を行った

場合における訪問1回毎

1 6  2 0 0 円

死亡時訪間料

(自己負担)

死亡時に訪

問した場合

利用時間内 8  0 0 0 円

利用時間外(休業日及び

深夜を除く) 1 0 , 0 0 0 円

休業日(深夜を除く) 1 0 , 8 0 0 円

深夜 1 2 , 0 0 0 円

そのllM訪間看護に係る費用 (自己負担) 衛生材料ごと 実費相当額

尚、通常の実施区城を越えて行なう事業に要した交通費は下記のとおり交通費を徴収いたします。

事業所から片道 10km未 満は250円 。 lkm増 すごとに25円 加算

(2)医 療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する訪間看護料、及びステーション規

定の利用料

区  分 使用料の種類 位単 額金

医療保険各

法又は高齢

者の医療の

確保に関す

る法律に規

定する訪問

着護

基本療養費

く自己負担額は1割

又は3割 )

週3日 まで

週4日 まで

難病等複数回訪問加算  2回

3回 以上

長時HHH訪関看護加算 (人工呼吸器使用者で2時 間

を超える訪問君護)週 1回

5  5 5 0 円

6  5 5 0 円

4  5 0 0 円

8 ,  0 0 0 日

5  2 0 0 円

訪間看護管理療養

賞 〈自己負担額は 1

割又は3割)

月に初日

2日 日以降 12日 まで

24時 間対応体制加算 (1月につき)

24時 間違総体制加算

退院時共同指導加算 (1回、がん末期等は2回)

退院支援指導加算 (退院日)

在宅忠者連携指導加算 (月に1回)

在宅患者策急時等カンファレンス加算 (月2回 )

重症者管理加算 (1月につき)

その他

訪問看護情報提供療養費 (1月につき)

後期高齢者終末期相談支捜療養費(1回)

訪問着護ターミナルクア療養費

7  0 5 0 円

2  9 0 0 円

5 , 4 0 0 円

2  5 0 0 円

6  0 0 0 円

6  0 0 0 円

3 . 0 0 0 円

2 , 0 0 0 円

4  2 0 0 日

2  5 0 0 円

1 ,  5 0 0 円

2  0 0 0 円

2 0  0 0 0 円

時間外利用加算料

(自己負担)

規定で定める利用時間以外の時間(休業日及び深

夜を除く)に利用した場合における訪間 1回ごと

2 , 0 0 0 円

体日利用加算料

(自己負担)

休業日 (深夜を除く)に 利用した場合における訪

間看護 1回毎

2  8 0 0 円

深夜利用加算料

(自己負担)

深夜に利用した場合における訪問 1回 毎 4  0 0 0 円

ｔ
υ




